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○粟森	 慨議員	 昨年９月16日の政権交代から、本

日で丸９カ月を迎えました。この記念すべき日に質

問の機会を得られたことに関しまして感謝をしなが

ら、民主クラブの一員として、以下、数点お伺いい

たします。	

	 質問の第１は、次期市長選挙についてであります。	

	 江川市政を引き継ぎ、５回の選挙を勝ち抜かれ、

山出市政も20年が経過しようとしております。この

間、歴史と文化の継承と発展に尽力されながら、市

民の生活向上にも努めてこられた市長の行政手腕は、

その情熱と業績から、多くの金沢市民はもとより、

国内外からも高い評価を得ておられ、金沢市政に残

された功績ははかり知れないものがあると言っても

過言ではございません。そこで、この５期20年を振

り返り、どのようなまちづくりを進めてこられ、ど

のような成果があったのか、加えて今任期の総括を

どう考えておられるのか、まずお伺いいたします。	

	 ところで、首長を長く続けておりますと、多選に

対する論評がつきものになってきますが、このこと

についてお伺いいたします。1789年発効のアメリカ

合衆国憲法では、大統領の任期は４年と明文化され

ていましたが、３選を禁止する条項がなく、大統領

は３期目の立候補をしてはいけないという伝統だけ

がございました。しかし、第２次世界大戦中という

事情はあったものの、ルーズベルト大統領がこの伝

統を退け３期務めたことを受け、1951年に発効され

た修正22条では「何人も、２回を超えて大統領の職

に選出されてはならない」と、大統領の３選禁止が

正式につけ加えられました。このことは、権力への

警戒と不安に加え、アメリカには独裁者が誕生しな

いように法として整備した一方で、大統領は任期中、

みずからの政策を思う存分実行してもいいという意

味も含まれているようです。日本でも、自治体独自

で多選禁止条例や多選自粛条例が制定されていると

ころがありますが、これらの条例を制定した基本的

な考え方は、首長は、人・物・金を一手に握る独任

制の機関の最高権力者であり、そのことが原因で起

きる弊害を生じさせないためだと言われております。

一般的に言われている多選の弊害として、１つ、強

大な権力を同一人物が長期間にわたって独占するこ

とで、政治の独裁化を招き、民主主義の本質に反す

るおそれがある。２つ、人事の偏向や側近政治化す

ることで、役所が私物化される危険性がある。３つ、

行政がマンネリ化し、職員の士気も沈滞して、清新

な行政を期待することが難しくなる。４つ、首長と

議会の間に一種のなれ合いが生じ、行政についての

チェック・アンド・バランスが保たれなくなるおそ

れがあるなどが挙げられています。これらのことが

要因で、近年、多選禁止についての議論が広がる一

方、この反対意見として、職業選択の自由や選挙民

が判断するといったことが挙げられますが、これら

の多選の弊害と多選禁止条例について、市長はどの

ような御所見をお持ちなのかお伺いいたします。	

	 さて、市長の任期は本年の12月９日までで、秋に

は金沢市長選挙がとり行われることで、６選に向け

てどうされるのか、山出市長の今後の動向に注目が

集まるところです。現在の首長の選挙制度では、自

治体の事業を発注すること、補助金を各種団体に支

給すること、さまざまな会合に出席し、市長として

あいさつができ、顔を売る機会が多いこと、現職は

自分の職務として行政の広報やマスコミを利用でき

ることなどなど、現職市長に有利に働く事柄が多い

一方で、新人候補は、こうした機会が現職市長に比

べ明らかに少ないことから、選挙には圧倒的に不利

だと言われております。そこで、これまでは任期切

れの年の６月議会に市長は立候補を表明されてきま

したが、今議会で市長選挙に対してどのように臨ま

れるのか、また、表明されないのであれば、いつご

ろ表明されるおつもりなのか、御所見をお伺いいた

します。	

	 質問の第２は、金沢市商業環境形成指針について

であります。	

	 この指針は、既存の商業集積や地域特性に基づき

ながら、都市全体として適正な商業機能の配置を目

指しております。しかし、商業機能は都市形成の根

幹であるにもかかわらず、消費の多様化、競争の激

化など、商業を取り巻く環境は著しく変化し、本市

でも、市街地の拡大に伴う商業の広範な展開は中心

市街地の空洞化、地域商業の衰退、コミュニティー

の保持に大きな影響を及ぼし、本市のまちづくりの

面からも放置することのできない状況になっており

ます。そこでまず、本市のまちづくりと世界都市金

沢にふさわしい中心市街地の形成の観点から、大型

店と地域の商店街のバランスをどのように考えてお

られるのかお伺いいたします。	

	 一方で、中心市街地の空洞化対策にも、本市もこ

れまで積極的な取り組みを行ってこられました。新



	

幹線開通を目前にした本市のまちづくりにとって、

中心市街地の活性化は最重要課題の一つであります。

これまで、中心市街地出店促進事業費補助や中心商

店街店舗誘致対策事業費補助で中心市街地への対策

を進めてこられましたが、その実績を踏まえ、これ

らの補助制度の成果と今後の課題についてお聞かせ

ください。	

	 また、地域商店街に対しては、商店街空洞化対策

費を創設して振興を図ってこられましたが、経営者

の高齢化や後継者不足により、軒並み店舗数が減少

し、商店街の魅力が低下しているのが現状であると

お聞きをしております。全国的にもそのような傾向

が強く、2009年８月に地域商店街活性化法が施行さ

れたことからも、これらの商店街の魅力再構築を考

えていかなければなりません。そこで、地域商店街

の現状をどのようにとらえ、今後どのようにして支

援していかれるおつもりなのか、また、本市のこれ

までの制度の効果をあわせてお聞かせください。	

	 ところで、地域商店街の衰退の影響や高齢社会の

急激な進展を背景に、日常の買い物ですら不自由す

る買い物不便地域が増加しつつあります。本市でも

生鮮食料品店出店・整備支援事業を設け、生鮮食品

店の新規出店や既存店の整備を支援しておられます

が、地域に密着した生鮮食品店の廃業や閉店が相次

いでいる折、この制度の利用状況と、買い物不便地

域をふやさない施策について、今後、どのように取

り組んでいかれるおつもりなのかお伺いいたします。	

	 質問の第３は、交通戦略についてであります。	

	 本市の交通戦略は、平成19年３月に制定された新

金沢交通戦略を軸に、これと同時に制定された公共

交通の利用の促進に関する条例とあわせながら、具

体的な取り組みを進めてこられました。この新金沢

交通戦略では、本市を４つのゾーンに分けて、ゾー

ン間の連携も含め、施策を遂行することになってい

ますが、まず初めに、この計画の進捗状況がどうな

っているのか、また、今後、重点とする取り組み事

項をどのようにとらえておられるのかお伺いいたし

ます。	

	 ところで、まちなかにおいては、ふらっとバスや

まちバス、兼六園シャトルなど、以前の200円区間

を半額の100円バスとして一部運行することで、多

くの方が利用される一方、同一区間を走行する運賃

200円の路線バスは乗車率が低下していると言われ

ております。当然、乗車運賃が半分になれば、乗車

人員の増加が予測されますが、この区間を走行して

いるワンコインバスと通常の路線バスの乗車状況が

どのようになっているのかお伺いするとともに、今

後の課題についてお聞かせください。	

	 また、外環状道路の開通が契機となって本市の交

通形態が大きくさま変わりしたことで、これに合致

したルートも必要になってくると考えますが、公共

交通の新ルート創設についての考え方と見通し、課

題について、どのような御所見を持っておられるの

かお伺いいたします。	

	 一方、乗車率の高い市内中心部とは異なり、一部

の地域を除いて郊外は乗車率が低く、特に山間部で

は高齢化が進展し、居住人口も減少傾向にあること

に加え、利用者が減少するといった悪循環から、路

線の維持すら難しい状況になっているところもある

とお聞きをしております。このようなことから、平

成18年10月に道路運送法等の一部改正があり、定期

路線以外の乗り合い運送についても一般乗合旅客自

動車運送事業に位置づけられました。また、過疎地

の住民が自主的にＮＰＯを立ち上げ、有償で自家用

バスを運行できるようになったことで、地域住民と

行政が協議しながら、新しいバスの運行に取り組む

事例がふえつつあります。そこで、本市としても、

このような地域の路線の維持に対し、昨年度から運

営費を補助されておりますが、その額は見込みに対

してどうであったのか、また、今後、バス路線の維

持を含め、どのような対応をとろうと考えておられ

るのかお伺いいたします。	

	 これらの事柄以外にも、交通事情は刻々と変化を

続けておりますことから、これまでの実績と今後の

課題を整理した上で、新交通戦略の見直しが必要に

なってくると考えますが、どのように考えておられ

るのか、御所見をお伺いいたします。	

	 質問の第４は、口蹄疫についてであります。	

	 本年４月20日に、宮崎県西部で口蹄疫の疑似患畜

が確認され、同日、農林水産省が口蹄疫防疫対策本

部を設置し、感染拡大を防ぐための防疫措置が実施

されました。しかし、宮崎県内では感染が拡大し、

隣県、九州、さらには全国にも感染が拡大する可能

性を否定できない事態となったことから、５月18日

に非常事態宣言を発表し、県内のあらゆる機関、団

体、個人が一丸となって感染拡大を阻止し、口蹄疫

を早期に撲滅するための取り組みが実施されており

ます。これと同時に、感染した牛肉や牛乳が市場に

出回ることがないことや、感染した牛肉や牛乳を摂

取しても人体には影響がないことに加え、口蹄疫は



人に発症はしないものの、人を介して偶蹄類に伝播

することがあり得ることなどを広報し、住民の不安

解消と感染拡大防止のための協力を求めております。

しかし、６月10日に県南西部で新たに感染した牛が

確認され、いまだ終息の気配が見えません。このよ

うに、口蹄疫に関する報道が頻繁に行われることで、

口蹄疫が我々の身近で起こり得るのではないかと心

配されている金沢市民の方もいらっしゃるのではな

いかと思いますが、現在のところ、本市では、この

口蹄疫に関して市民向けの情報提供が少ないのでは

ないかと思います。例えば、金沢市内で発生するこ

とは考えられないのか、発生した場合の対応はどう

するのか、偶蹄類を飼育しているところがあるのか、

偶蹄類をペットとして飼っている方はどうすればよ

いのかなどの情報を提供することも、市民の不安解

消に必要なことだと考えます。そこで、口蹄疫につ

いて、本市は対岸の火事と思わず、事前に関心を持

って対応を検討しておられるのでしょうか。新型イ

ンフルエンザのときは、いろいろな媒体を通じて住

民に情報提供していましたが、今回の口蹄疫に関し

ても、口蹄疫とはどんなものなのか、発生の予防方

法、市の対処方針、住民ができることなど、正確な

情報を金沢市のホームページなどで提供するべきと

考えますが、いかがでしょうか。	

	 加えて、これからは住民が関心を持っていること

や話題になっていることについて、いち早く金沢市

としての対応方針等をホームページなどで情報提供

し、住民の不安解消に努めるべきだと考えますが、

本市の考え方をお伺いいたします。	

	 質問の第５は、子宮頸がん予防ワクチンについて

であります。	

	 女性のがんである子宮頸がんは、ほとんどがヒト

パピローマウイルスによるもので、国内では年間約

１万5,000人が発症し、約3,500人が亡くなっている

と言われております。このウイルスは性交渉によっ

て感染するため、性交渉を経験する前の10代前半に

ワクチンを接種すれば、７割以上が予防できると言

われております。日本でも予防ワクチンが昨年末か

ら発売になりましたが、保険がきかないため全額自

己負担となり、４万円から６万円と高価な費用がか

かることから、普及に至らないと言われております。

しかし、いざ、がん患者となれば、かかる医療費や

失われる労働力との対比から、ワクチン接種に公費

を全額または一部助成し、接種率を高めていこうと

する自治体が出始めてきております。しかし、ワク

チン接種に対する負担の割合や対象年齢が自治体に

よってばらつきがあることに加え、助成している自

治体の多くが地方の自治体で、都市部ではほとんど

実施に至っておりません。一方、患者団体や産婦人

科医らは、本年３月、子宮頸がん予防ワクチン接種

の公費助成推進実行委員会を発足させ、公費助成を

2011年度施策に反映するよう、厚生労働省に求めて

いくとのことであります。ところで、今回発売され

た予防ワクチンは、子宮頸がんの原因の７割を占め

ると言われております16型と18型の２種類に対する

もので、100種類以上存在するヒトパピローマウイ

ルスすべてに予防効果があるわけではございません。

しかしながら、欧米の多くの国は、無料か、それに

近い制度があることに加え、オーストラリアやイギ

リスでは十二、三歳のすべての女子が学校で無料接

種でき、これらの国では、がんやワクチンについて

の授業で性交渉にはリスクがあることを学ぶことか

ら、性教育の面でもメリットがあると言われており

ます。本来、ワクチンの任意接種は個人の判断にゆ

だねられるものでありますが、このワクチンが高価

であることが原因で、各家庭の所得状況による接種

率の偏差が生じないよう、だれでも平等に接種でき

る体制を築くべきであります。そこで、このワクチ

ンについてどのような認識を持たれ、今後、本市と

しての対応をどのように考えておられるのかお伺い

し、質問を終わります。	 	 	 	 	 	 	 	 （拍手）	

○横越	 徹副議長	 山出市長。	

〔山出	 保市長登壇〕	

○山出	 保市長	 12番粟森議員にお答えをいたしま

す。	

	 まず、市長にとって今までの仕事の総括をするよ

うにという御意見でありました。私は、まちづくり

については顔の見えるまちづくり、こんなことを意

識してまいりました。金沢の顔といえば、歴史・伝

統の保存と新しい文化の創造、このことによってつ

くられるものと、こう理解をいたします。歴史都市

の認定ができ、21世紀美術館を含む文化的景観の選

定、これが成りまして、こういう形でまとめられて

きたと、こう思っています。もう１つ、意識してま

いりましたことは、ものづくりの多様性、そしてそ

のシステム化、こんなことを意識してまいりました。

これについては、クラフトの面でユネスコの創造都

市、これができたということでございますし、また

機械等製造業につきましては、コマツ、横河電機と

いう世界企業の立地がございまして、とりあえずそ



	

ういう形でまとめられてきたと、このように思って

います。これらをとりあえず国の内外に発信をしな

ければならぬわけでございますが、外国からの観光

客数に限って言えば、一応増加という形が見られて

きているんではなかろうかと、こう思っています。

以上、申し上げたことも、各位並びに市民の皆様の

御支援のたまものと、このように思っておる次第で

ございます。	

	 次に、市長選挙とのかかわりで多選問題について

お尋ねになりました。私は、この問題は理論の問題

という以上に、当人の心のありようだと思ってまい

りました。志とか理念とかはどうなのか、情熱は持

ち続けられるのか、こんなことが大切なのだと申し

上げてまいりました。加えて、市長は偏ってはいけ

ません。威張ってもいけません。そして、自分には

厳しくなければならない、そう思ってまいりまして、

究極には、こうした当人の態度とか姿勢とかは、市

民の皆さんがこれをごらんになって、そして決めら

れるものだと、このように思ってまいった次第でご

ざいます。	

	 お尋ねの中に、市長と議会の関係についてもお触

れでございました。議会と市長とは、お互い、のり

を越えない、その上で筋を立て、ことわりを尽くす、

このことが大事であって、このことに気をつけてお

ればもたれ合いなどはないはずだと、このように思

っております。市長が多選でなくても、議会と市長

が対立をし、衝突をし、そして結果として市政が混

迷をしている、そういう事例もあるやにうかがうに

つけ、条例をつくればいいと、そんなことでもある

まいと、このようにも思っておる次第でございます。	

	 いつごろ表明をするのかというお尋ねでありまし

た。私にとって、今、最大の関心事は、景気と雇用、

そして市民の暮らしをいかにするか、まち全体にど

う元気を取り戻すか、このことでございまして、全

力で取り組みたい、このように思っています。去就

がいかようであれ、しかるべき時期にしかるべく申

し上げたい、このように思っておりますので、御理

解をくださいますようにお願いをいたします。	

	 次に、金沢市商業環境形成指針にお触れでござい

まして、大型店と地域の商店街のバランスをどのよ

うに考えているのかというお尋ねでありました。良

好な商業環境を形成したいという視点に立ちまして、

都心軸沿線につきましては魅力とにぎわいのある高

次な商業集積を図る、一方、地域にあっては、今度

は、市民生活の利便性を確保すると、こういうふう

に機能分担が必要だと考えております。商業環境形

成指針は、既存の商店街の振興を第一にいたしまし

て、生活者に対するサービスの充実を図りますため

に、各地区ごとに、まちづくりと商業集積の方向性、

目安となる店舗面積の上限等を示しております。大

型店の出店については、指針に沿った地区へ誘導を

する、そして商店街と共存できる環境をつくってい

く、このことに努めていく考えからの指針でござい

ます。	

	 そこで、お尋ねは中心市街地活性化のこれからの

課題ということでございました。中心商店街に出店

を促進する制度につきましては、幾つかありまして、

空き店舗の解消に一定の効果は上がっておるという

ふうに思っておりますが、依然として空き店舗、空

き地が存在していることは事実でございます。何よ

りも、今の経済事情、景気の状況によるものという

ふうには思っておりますが、このほかに商業ビルが

古くなって使い勝手が悪いと、またこのことがまち

の魅力を低下させている、後継者が不足している、

こんなことなどが挙げられる次第でございます。と

もあれ、中心商店街の活性化は待ったなしの状況で

ございます。何ができるか、再生と活性化に向けた

施策の検討と取り組みを早期に実施いたしますため

に、近く全庁的な推進チームを立ち上げたいと、こ

のように思っておる次第でございます。	

	 一方、地域商店街のことでございますが、地域商

店街では集客力の低下、商店が減少するなど、大変

厳しい状況にあるというふうに認識しています。こ

れまでも、商店街のイメージアップ事業、イベント

事業、商店街基盤整備事業、こんな名前をつけまし

て、ソフト・ハード両面からの施策を展開しておる

わけであります。多くの地域商店街がこうした支援

制度を活用してくださっているということでござい

ます。今年度は、新しく商業後継者育成研修を実施

いたしますほかに、専門家を派遣する制度をつくっ

たところでございますが、地域商店街を一層元気に

したいという思いからいたしまして、活性化策を検

討するための、先ほど中心商店街で申し上げました

とおり、全庁的な推進のためのチームを立ち上げて

まいりたいと、このように思っておる次第でござい

ます。	

	 生鮮食料品店出店・整備支援事業については産業

局長からお答えをいたします。	

	 次に、交通戦略でございますが、進捗の状況、課

題整理の上の見直し、これは所管の局長からお答え



をし、バスの乗車状況等も所管の局長からお答えを

いたします。	

	 私からは、公共交通の新しいルート創設の考え方、

そして見直し、見通し、課題、こんなことにお答え

をしたいと思います。新しい金沢交通戦略では、放

射環状型の交通ネットワークを将来の交通体系とし

て位置づけておるわけであります。新しいルートの

設定等につきましては、住民の皆さんのニーズ、地

域の移動傾向、こういうものを踏まえながら、交通

事業者とともに研究をしてまいりたいと、このよう

に思っています。	

	 昨年度から実施した郊外路線への補助の結果はど

うなのかというお尋ねがございました。郊外の生活

バス路線への補助額につきましては、当初の見込み

よりも若干上回っております。これからも、引き続

き、生活バス路線を支援していきますとともに、郊

外部では、ＮＰＯによるバスの運行など、住民が主

体的に行う移動手段について住民とともに知恵を出

し合ってまいりたいと、このように思っています。	

	 口蹄疫のことにお触れでございました。目下、国

や県からの情報収集に努めてございますし、仮に口

蹄疫の疑いのある牛や豚が発見された場合は、関係

課による対策本部の設置とか検査体制の強化、こう

いう措置をとることになると思っています。先日、

国から金沢市に対しまして、獣医師を派遣できるか

どうか照会がありました。正式な要請はまだないわ

けですが、もしあれば、これに対応をしたいと、こ

のように思っております。	

	 住民に周知を急ぐようにという御趣旨でございま

した。市のホームページにおいて情報を掲載しまし

て、そして、あす、あさってにも手当てをしたいと、

このように思っています。必要な情報については、

今後とも積極的に発信をしてまいりたい、このよう

に思っておる次第でございます。	

	 子宮頸がん予防ワクチンのことにお触れでござい

ました。このワクチンは、がん検診とあわせて実施

することで高い予防効果を期待できると聞いていま

す。国におきましても研究を始めておるわけですが、

国民がひとしく恩恵を受けられるように、支援制度

の創設を国に要望していきたいと、こう思っていま

す。本市としては、国の動向を注視しつつ、専門家

の意見や、県、また類似都市の動向を参考にしなが

ら対応を検討していきたいと、このように思ってお

ります。	

○横越	 徹副議長	 山田産業局長。	

〔山田克俊産業局長登壇〕	

○山田克俊産業局長	 生鮮食料品店出店・整備支援

事業の制度の利用状況と買い物不便地域をふやさな

い施策について、今後どのように取り組んでいくの

かという御質問がございました。この制度の利用実

績は、平成18年度と20年度にそれぞれ１件ございま

して、店舗改装費の一部を助成しております。また、

生活環境の向上を促進するためにも、地域に根差し

た商店街の活性化は大変重要と考えております。こ

れまでも、地域商店街が宅配事業などを行う場合は、

りくつな商店奨励事業で支援しておりますが、住民

の方々の買い物利便性をさらに向上させる方策につ

きましては、今後、どのような条件のもとで、どの

ような支援ができるのか、検討してまいりたいと考

えております。	

	 以上でございます。	

○横越	 徹副議長	 立岩都市政策局長。	

〔立岩里生太都市政策局長登壇〕	

○立岩里生太都市政策局長	 新金沢交通戦略につい

てお尋ねがございました。これまで、ふらっとバス

の導入、歩けるまちづくり協定の締結、パーク・ア

ンド・ライドの拡充のほか、市民の意識啓発などを

進めてきたところでございます。今後は、北陸新幹

線の金沢開業に向け、便利でわかりやすいまちなか

シャトルの導入や、重要路線を中心とした交通体系

の構築など、公共交通の利便性向上に一層努めてま

いりたいと考えております。また、これまでの取り

組みを検証するとともに、公共交通の現状や利用者

のニーズなどを分析し、課題を整理した上で、必要

に応じ見直しを行いたいと考えております。	

	 次に、まちなかにおけるバスの乗車状況について

お尋ねがございました。昨年のまちなかシャトルの

実験期間中は、既存路線バスの利用者が平成20年度

と比べて減少しましたが、まちなかにおけるバス利

用者の総数は増加をしております。来月からは、シ

ャトルの平日運行を行い、便利でわかりやすいまち

なかシャトルの本格導入によって、公共交通利用者

のさらなる底上げを図ってまいりたいと考えており

ます。	

	 以上でございます。	

○横越	 徹副議長	 米林農林部長。	

〔米林憲英産業局農林部長登壇〕	

○米林憲英産業局農林部長	 口蹄疫について、事前

に関心を持って対応を検討しているのかという御質

問にお答えいたします。４月20日に宮崎県で口蹄疫



	

の疑いのある牛が確認されて以来、国や県からの情

報収集に努め、４月25日には石川県金沢食肉公社を

通じ、畜産農家など関係者に文書で通知を行ってお

ります。５月19日には庁内関係課による連絡会議を

開き、情報の共有化を図り、翌20日には石川県主催

の口蹄疫防疫対策講習会に参加し、発生予防や蔓延

防止対策への理解を深めてきたところであります。

現在、金沢市内に牛舎や豚舎は存在しませんが、石

川県内や市内才田町にある石川県金沢食肉流通セン

ターで口蹄疫の疑いのある牛や豚が発見された場合

は、関係課による対策本部の設置や検査体制の強化

などの措置をとることとしております。	

	 以上でございます。	

〔「議長、12番、再質問」と呼ぶ者あり〕	

○横越	 徹副議長	 12番粟森慨議員。	

○粟森	 慨議員	 では、１点、ちょっと伺います。

再質問させていただきます。	

	 次期市長選挙への進退について、しかるべき時期

にとおっしゃられておりますが、これまで過去４回

は６月に表明されてきたということで、今回６月議

会に表明されないということは、かなり悩まれてい

るのかなとも受けとめることができるんですけれど

も、６選に出馬されるというならまだしも、仮に市

長が勇退されるということになったときに、後の人

材の育成だとか、このまちづくりの引き継ぎだとか、

しっかりした人を選ばなければならないと思うので

すけれども、仮に立候補されないと、出馬されない

とするのであれば、そのタイミングというのはいつ

ごろを想定されておられるのかお伺いさせていただ

きたいと思います。	

○横越	 徹副議長	 山出市長。	

〔山出	 保市長登壇〕	

○山出	 保市長	 しかるべき時期に。	


